
中小企業事業資金貸付あっせん業務

東京都　多摩市

市民経済部経済観光課

市内で、中小企業者が、事業を創業および、経営していくための事業
資金を、低利・長期で借入できるように、取扱金融機関と東京信用保
証協会の協力を得て、多摩市が取扱金融機関に貸付あっせんを行い、
市内中小企業者の自主的経済活動を促進し、経営の安定、発展を図
る。

氏名、年齢、住所、電話番号、職業、学業成績、収入状況、課税・納
税状況、取引状況、口座番号等、相談内容、

中小企業および個人事業主

融資あっせんを希望する市内中小企業者から申請書をもら
う

無

無

（名称） 多摩市　総務部　文書法制課

（所在地） 多摩市関戸六丁目１２番地１

無

有

無

有

開示請求等を受理す
る組織の名称及び所
在地

(公開用様式)

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等

個人情報
ファイル
の種別

法第６０条第２項第１項
（電算処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当す
るファイル

法第６０条第２項第２項
（マニュアル処理ファイル）


